
令和７年度宮城県地域医療構想調整会議の協議事項について

〇 医療法第３０条の１４の規定に基づき、医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策
その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議をするために設置（本県では平成２９年
６月に設置）。

〇 近年では、外来医療計画の策定や紹介受診重点医療機関の検討など、様々な施策に係る「地域における協議の
場」としても活用されており、効果的な医療提供体制の構築に向けた助言をいただいているところ。

設 置 趣 旨

令和７年度の進め方（予定）

これまで継続してきた協議事項のほか、地域医療構想の更なる推進に向け、以下の協議事項を新たに設定する。
第１四半期（４～６月） 第２四半期～第３四半期（７～１２月） 第４四半期（１～３月）

第1回調整会議 第2回調整会議（１０月～１１月頃予定） 第3回調整会議（１月～２月頃予定）

継

続

■病床機能報告及びその他データ（宮城方

式等分析結果含む）の情報共有

■宮城県地域医療構想推進支援事業につい

て共有

■医療機関ごとの対応方針等について共有

■病床機能再編支援事業の協議

■病床機能分化・連携推進基盤整備事業の協議

■過剰な医療機能の開設及び増床等の協議

■紹介受診重点医療機関の取りまとめ

新

規

■かかりつけ医機能報告制度について周知

■構想区域内の病院間連携の協議
■構想区域内の病院間連携の協議

■区域対応方針の進捗状況確認（石巻・

登米・気仙沼のみ）

そ

の

他

・開催形式はWeb会議を原則とし、状況に応じて書面開催を検討する。

・進捗状況に応じて、「県立病院等の病院再編の方向性」について、随時報告するほか、「新たな地域医療構想」の概要等について

は、策定ガイドラインやその他国からの通知等の発出状況に応じて、適宜情報提供を行う。

・このほか、必要に応じて、病院長による意見交換会（非公開）を開催する。
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